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「ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム」 

に関する協定書 （案） 

 

 事務局名○○（以下、「甲」という。）と株式会社××（以下、「乙」という。）は、

「ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム」（以下、「本プログラム」とい

う。）を実施するにあたり、次のとおり協定書（以下、「本協定書」という。）を締結す

る。 

 

（目的） 

第1条 本協定書は、本プログラムに基づく知財専門家（以下、「専門家」とい

う。）の派遣に関する基本的な事項を定める 

 

（派遣及び受け入れ） 

第2条  

1. 甲は、専門家を乙に派遣する。専門家は、乙と甲との合意及び特許庁の承認

を得て、数名程度派遣する。また、支援状況に応じて、上記専門家を補完す

る立場としての専門家を数名派遣する場合もある。なお、本協定書に定める

派遣とは、労働者派遣法に基づく労働者派遣を示すものではない。乙は、専

門家の業務管理者ではない。 

2. 乙は、専門家を無償にて受け入れる。 

 

（支援内容等） 

第3条  

1. 専門家による支援内容については、本プログラムを踏まえて協議の上決定す

る。 

2. 専門家の支援内容には、明細書作成、出願書類作成、拒絶理由通知対応、補

正案作成、契約書作成、侵害訴訟対応などの弁理士や弁護士などが行う書面

作成等に関する業務は含まない。 

3. 専門家は、共同研究・ライセンス等の契約交渉においては助言のみを行うこ

ととする。 

4. 原則として、専門家は、乙に対し、本協定書の有効期間中、本プログラム以

外の業務は行わないものとする。ただし、乙は、本協定書の有効期間中に、

専門家による、本プログラム外の業務委託受任、投資検討等を希望する場合

には、予め甲にその旨を書面にて通知し、特許庁及び甲の承諾を得る。 

 

（本プログラムの支援期間等） 
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第4条 本プログラムの支援期間（専門家の派遣期間）は、第１１条に定める本協定

書の有効期間とする。乙に派遣された専門家の支援時間は、合計１２０時間

程度とする。 

 

（支援の同席、活動状況把握への協力） 

第5条  

1. 乙は、専門家による支援において、契約上又は法的な守秘義務を負う甲及び

特許庁が同席することに同意する。 

2. 乙は、甲による本プログラムの活動状況把握・改善のため、専門家の活動状

況や活動成果に関する情報を収集・管理し、甲又は特許庁の求めに応じて提

供することとする。また、甲及び特許庁が活動状況を確認する共有セッショ

ンを設けた場合には、参加することとする。 

 

（謝金及び社会保険等） 

第6条  

1. 専門家の謝金については、甲が負担するものとする。 

2. 専門家の社会保険等については、専門家個人の負担とする。 

 

（費用負担等） 

第7条  

1. 第２条第１項において定める専門家の派遣に要する旅費等については、甲の

謝金規程の範囲内において、甲が負担するものとする。 

2. 乙は、専門家の支援が乙の指定する場所で行われる場合、専門家のために、

執務場所を無償で貸与するものとする。 

3. 前項において、専門家の執務に必要な事務机、椅子等備品及び消耗品は、乙

が用意し、その費用は乙が負担するものとする。 

4. 専門家の支援が乙社内で行われる場合における執務に必要なインターネット

環境は、乙が用意し、当該執務に伴う光熱費及び通信費は、乙が負担するも

のとする。 

5. 専門家が書面で通知し、甲が承認した場合、専門家の活動に必要な市場動向

調査等の調査費は、合計で上限１３３万円（消費税込）として、（調査内容

や調査回数を確認したうえで）甲が負担するものとする。 

 

（機密保持） 

第8条  

1. 甲及び乙は、本協定書の履行に関して、相手方から開示された技術上、営業
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その他業務上の情報であって、開示する当事者が当該情報に直接機密である

旨表示したもの、口頭で機密である旨通知されたもの又は情報の性質・内容

から機密として扱うべきもの（以下、「機密情報」という。）について、善良

なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、機密情報を第三者

に開示してはならないものとする。但し、甲及び乙は、本プログラムの支援

に必要な範囲において、専門家に対して機密情報を開示できるものとする。 

2. 前項にかかわらず、本協定書の履行に関して次の各号の一に該当する資料及

び情報は機密情報に含まれないものとする。 

(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知と

なったもの 

(2) 既に保有しているもの 

(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの 

(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの 

(5) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの 

3. 甲及び乙は、相手方から提供を受けた機密情報について、本協定書の目的の

範囲内でのみ使用するものとする。 

4．本条の規定は、本協定書が終了した後も５年間有効に存続する。 

 

 

（免責等） 

第9条  

1. 乙は、本プログラムの支援に基づく判断、行動等は、乙の責任において決定

するものとし、甲は、専門家による支援内容について責任を負うものではな

い。 

2. 乙は、支援先スタートアップが、本プログラムの支援に基づく判断、行動等

が、支援先スタートアップの責任において決定するものとすることを了承し

たうえで支援を受けるものであることを保証し、甲は、支援先スタートアッ

プに対し専門家による支援内容について責任を負うものではない。 

 

（権利義務の譲渡） 

第10条 甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本協定書上の

権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとする。 

 

（協定期間） 

第11条  

1. 本協定書の有効期間は、２０２５年○月○日から２０２６年３月２８日まで



※当該書式は協定書の条件の一部であり、事務局であるトーマツが監査法人である関係で、

公認会計士法等の法令及び日本公認会計士協会倫理規則等並びに各国の相当する法令、規

則等に則り条件等の加筆をすることが想定されます。現在記載されている条項の内容が変

更されることは基本ございません。 

  

とする（専門家の派遣期間は２０２６年３月６日までとする。）。ただし、当

該有効期間内に本プログラムの終了が決定した場合、本協定書は終了するも

のとする。 

2. 本協定書終了後においても、第８条（機密保持）、第９条（免責等）、第１０

条（権利義務の譲渡）、第１３条（管轄裁判所）及び本項の規定は、引き続

きその効力を有するものとする。ただし、期限の定めのある条項は、当該定

めに従う。 

 

（電子契約における協定締結権限の表明保証） 

第12条 本協定書を電磁的に作成し、甲乙双方にて記名押印に代わる電磁的処理を施

す場合、甲及び乙は、本協定書をメール認証による電子署名をもって署名す

る各個人が、本協定を締結するための正当な権限を与えられており、また法

的能力を有していることを表明し、保証する。 

 

（管轄裁判所） 

第13条 本協定書に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁

判所として処理するものとする。 

 

（協議） 

第14条 本協定書に定めのない事項その他本協定書の条項に関し疑義を生じたとき

は、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第15条  

1. 甲及び乙は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなく

なった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会

屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ず

る者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、及び次の

各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本協定書の有効期間にわ

たって該当しないことを確約する。 

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ

と。 

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認め

られる関係を有すること。 
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(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を

していると認められる関係を有すること。 

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有すること。 

2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も

行わないことを確約する。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又

は相手方の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 甲又は乙は、相手方が、前二項の表明又は確約に違反した場合には、何らの

催告をすることなく、本協定書を直ちに解除することができる。この場合に

おいて、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さな

い。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさ

せたときは、相手方に対してすべての損害を賠償するものとする。 

4. 甲及び乙は、本協定書に関し、暴力団員等から不当な介入を受けたときは、

直ちにその旨を相手方に報告する。 

 

 

（その他） 

 

 本協定書締結の証として本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有す

る。本協定書を電磁的に保管する場合には、前記の記載によらず、本協定書締結の証とし

て本協定書の電磁的記録を作成し、甲乙にて記名押印又はこれに代わる電磁的処理を施

し、それぞれ保管するものとする。 

 

 ２０２５年○月○日 

 

署名 

 


